
改訂版 ウェルナー症候群の重症度分類  

 

1度 皮膚の硬化や萎縮が四肢のいずれかにみられるが、日常生活への影響は

まだ極めて軽微。 

2度 皮膚の硬化や萎縮が四肢のいずれかにみられるが、まだ障害は軽く、日

常生活は多少の不自由はあっても従来通り可能であり、歩行障害はない

か、あっても軽微である。 

3度 日常生活は自立しているが、皮膚潰瘍注 1）または皮下の石灰化による疼痛の

ために日常生活の制約をうけている。 

4度 下肢に強い症状があり、自立歩行は不可能。介助により歩行や外出を行

う。日常生活でも部分的介助を要する。 

5度 ベッドまたは車椅子の生活でほとんど寝たきり。全面的介助を要する。

もしくは悪性腫瘍を発症している。注 3） 

注１) 皮膚潰瘍 (治療後瘢痕を含む): ウェルナー症候群は、四肢末梢における

皮膚の硬化・萎縮に伴い、下腿や足部、肘部に皮膚潰瘍を好発する。皮膚の萎縮、

線維芽細胞の老化による再生能力の低下や血行障害のため、保存的にも観血的

にも治癒の困難な場合が多い。疼痛や関節可動域の低下により、下肢潰瘍は歩行

障害をもたらし、肘部潰瘍は食事や洗顔に支障をきたすなど、日常生活動作が著

しく制限される。潰瘍部への感染併発により、しばしば四肢切断に至る。 

注２）難治性潰瘍のため四肢切断に至った場合は 4度以上に分類される。 

注３）ウェルナー症候群では、若年より悪性腫瘍（固形ならびに造血器腫瘍）を

高率に発症し、その日常生活活動度と生命予後を左右する。 

 


